












機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

加 除 一 覧表
【国民年金・厚生年金保険年金給付］

業務処理名 目次
力日 除

備考
確認

頁 枚数 頁 欄

表紙 ，、、， ，、、， l差替

目次 ，、、， 2 ，、、d 2差替

16-3 ，、、， 16-14 6 16-3 ，、、，16-14 6差替

書類の提出・受付・返戻等にかかる取扱い 21-24 ，、、， 27 14 21-24 ，、、， 27 8差替

共通編
38-3-1 ，、、， 38-3-2 l 38-3-1 ，、、， 38-3-2 l差替

審査請求等に係る事務処理 43 
46 

2 
46 

2差替～（審1) 43～ （審1)

各種報告書一覧 105-1 ，、、， 114 7 105-1 ，、、， 114 7差替
，－一一一ー
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脱退一時金請求書（外国人） I -17 5 ，、、，， 14 5 5 ，、、， 14 5差替

年金訂正（様式第127号、 127号－2の処理）の
進達及び要再裁定者リストの処理 IV-8 
（年金額仮計算書・年金訂正申出書、返納方法

～ 92 46 ～ 59 30 差替

申出書の進達）
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老齢福祉年金所得状況届の事務処理 VI-4 ，、、， 18 10 ，、、d 18 10 差替

一特別障害給付請求書 VII-1 5 ，、、， 6 1 5 ，、、， 6 1差替

（平成28年6月24日改正分加除）
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改正箇所一覧（年金給付） （別添）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

目次 N進達 8年金訂正（椋式第127号、 127号・2の処理）の進達 8年金訂正（様式第127号、 127号－2の処理）の進達 一
孟Ii.霊亘韮室主11スJ:Q2処理 （年金額仮計算書・年金 （年金額仮計算書・年金訂正申出書、返納方法申出書
訂正申出書、返納方法申出書の進達） の進達）

書類の提出・受付・返戻 16-4 2. (4) 九年金額仮計算書等 カ．様式127号等 給付指 2 

等にかかる取扱い ②個別の取扱い O年金額仮計算書（再裁定申出書）に二次元コードシー 年金給付関係届書の様式127号、 127-2号、 127一 2016-44 

【年金給付】書類の受 。手順 ルを貼付する。 3号、 128号は二次元コードシールの貼付は不要とする

付・回付 O紙コン事業に関する回答書等を年金事務所お客様相 が、様式127号等を起票する基となる届書等には二次
談室で受付した場合｜玄、二次元コードシールを貼付し、 元コードシールを貼付する。

届書コード7030として登録する。 127号文は127-2号について、届害等がなく単独で
起票する場合は127号文は127-2号に二次元コード
シールを貼付する。

・Point 紙コン家業に関する回答書等を年金事務所お客様相談 平成24年10月16日【品管指2012-145】参照

室で受付した場合は、記録関係受付進捗システムに登
録しない。

16-4～5 ．手順 キ．犠式127号等
0年金額仮計算書を基に起票する様式127号、 128
号、 127号－21こ二次元コードシールを貼付する。
0紙コン事業に関する回答書等を基に起票する様式12
7号、 128号、 127号－21こは二次元コードを貼付しな
い。
0上記以外の理由で起票する犠式127号－2には二次
元コードシールを貼付する。
0様式127号－3は二次元コードシールの貼付は不要と
する。・Point 様式127号文は様式128号の「申出受付（判明）年月

／ ／／／  
日」は年金額仮計算書（再裁定申出書）の受付年月日と
同日とすること。

書類の提出・受付・返戻 21-25 14. Q年金額仮計算書（再裁定申出書）を受け付けた場合 年金額仮計算書（再裁定申出書）を受け付けた場合は、

等にかかる取扱い (2）年金額仮計 は、二次元コードシールを貼付し、新規受付登録を行う。二次元コードシールを貼付し、新規受付登録を行う。

【年金給付】受付処理簿 算書 Q鑑コ~重差lこ国主~回答重重量生金蔓草置お室盤掴
。手順 諮室主膏i立」と撞含lit. 一率孟コ－1::~－lレ査E占位」

届壷コ－l::7030とし工登録主益。

・Point 紙コン事業に関する回答書等を年金事務所お客様相談

ノ ／ ／ ／
室で受付した場合は、記録関係受付進捗システムに登
録しない。

、



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（【年金給付】受付処理 21-25 ・見出し 1)積 式12Z呈霊を起票 1)127号線式を起票 給付指 (2) 
簿） 2016-44 

4砂手順 0年金額仮計算書を基に起票する犠式127号、 128 ※年金額仮計算書等を基に起票した127号様式（再裁
号、 127号－21こ二次元コードシールを貼付する。 定）は、二次元コードシールの貼付を不要とする。（様式
0紙コン事業に関する回答書等を基に起票する様式12127号を起票する基となる年金額仮計算書に二次元
7号、 128号、 127号－21こは二次元コードを貼付しな コードシールを貼付する。）
い。
0上記以外の理由で起票する様式127号－2には二次
元コードシールを貼付する。
0様式127号－3は二次元コードシールの貼付は不要と
する。

+Point 様式127号又は様式128号の「申出受付（判明）年月

／ ／／／  
日」は年金額仮計算書（再設定申出書）の受付年月 日と
同日とすること。

・見出し ②椋式127号等を本部に送付 (2)127号棟式を本部に送付

・手順 一次元コードシーjl，を貼付した様式127号等を本部へ 127号棟式を本部へ送付する際に、年金額仮計算書
送付する際に、様式127号等の処理状態等「進達中」を （再裁定申出書）の処理状態等「進連中」を登録する。
登録する。

22-1～5 別添1 （差替） （差替）

22-6 男I］紙 （差替） （差替）
（別添2の後ろから別添1の後へ）

24-1～3 別添3 （新規追加）

24-4～7 図1～4

24-8 別紙

25-1～3 別添イメージ図

2 J 



業務処理名 ベ色ーン、． 項 目 改正後 現行 改正理由 別添

決裁（専決）者一覧につ 38-3-2 国年適用 事務センター長 事務センターグループ長 文冨訂正 3 

いて Eその他 年金事務所長（注2) 年金事務所課（室）長（注2)

※喪失被保険者
ファイル補正処理

~ 

審査請求等に係る事務 44 目次 様式第1号 審査請求書（審査官）※処分があった」とを 様式第1号審査請求書（審査官）※平成28年4月1日 経企指 4 

処理 【添付機式等】 知った日が平成28年4月1日以降である場合・・・23 以降の処分に限る ・・・23 2016-25 

椋式第1号審査請求書（審査官）※処分があったことを 様式第1号審査請求書（審査官）※平成28年3月31
知った日が平成28年3月31日以前である場合 ・・・25 日以前の処分に限る・・・25

各種報告書一覧 105-1 項番4 【経企連2016-39】 【監査指2014-24] 5 

項番7 後納郵便料金（一般郵便物）に係る検収報告
後納郵便料金（本部拠点間小包）に係る検収報告

後納郵便料金（一般郵便物）に係る検収報告

【，総務指2013-29】
【総務指2013-29】
【総務指2015-15】 ， 

項番12 平成28年6月13日 平成28年4月初日
平成28年7月11日
平成28年8月12日 【人企指2015-36]
平成28年9月12日

【再生指2016-15】

項番13 【会資連2016-4】 【管理室指2015-25]

105-2 項番14 【会資連2016-5】 【管理室指2015-26】

項番25 会計・資産管理部施設管理G 会計・資産管理部管財G

105-3 項番26 会計・資産管理部施設管理G 会計・資産管理部管財G



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（各種報告書一覧） 105-3 項番31 【調達指2016-12] 【調達指2016-9】 一 (5) 

105-5 項番67 その都度、指示等にて設定 平成26年4月17日（平成25年度実績）

メール（電子媒体）

随時、指示等により指示 【固年指2016-49]

105-6 項番77 【事推指2016-31】 【厚年指2015-83】※
【園年指2015-149】

項番78 項番167へ

項番80 【事推指2016-31】 【厚年指2015-83】※

105-7 項番83 本部へ直送 事務センター（とりまとめ）
事務センター（とりまとめ）

メール（電子媒体）
メール（電子媒体）

項番84 項番168へ

項番85 行動計画実施状況シート（厚生年金保険徴収関係） 行動計画実施状況シート

【事推指2016-9】 【厚年指2015-70】

項番90 5月25日まで 5月中旬（t旨ホ・依頼により報告期限を設定）

【事推指2016-30】 【厚年指2014-77】

項番91 5月25日まで 5月中旬（指示・依頼により報告期限を設定）

【事推指2016-30】 【厚年指2014-77】

4 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（各種報告書一覧） 105-7 項番96 翌月5営業日 翌月10日 一 (5) 

全国共有フォルダへ登録

【事推指2016-6】 【厚年指2014-64]

105-8 項番107 2月 2月上旬

105-11 項番147 事務所、事務センター、地域部、本部各部 事務所、事務センター

随時 年次及び臨時

随時（必要に応じ指示にて設定） 圭包盤底詣孟・低麺に工設定

情報セキュリティポリシー 【シ統指2015-3】※毎年2月頃に発出
【シ統指2015-3】

遡盟g)_延掴が豆能

105-12 I頁番151 リスク統括部リスク鑑盆阜・ リスク統括部リスク宜塁Q・

コンブライアンス部コンブライアンスG コンブライアンス部コンブライアンスG

【j去コ指2016-13］※毎年発出 【リコ指2014-6】※毎年発出

項番152 コンブライアンス問題事案対応要領 【サ推指2013-46】※
（【品管指2013-86】
【リコ指2013-177】）

掴間鑑宣

項番155 地域部へ：毎月15日 毎月15日
杢盤へ：鍾且25日

項番157 本部（＇lス2起筆G）へ：翌20日まで 本部（＇lス乏結語G）へ：翌20日まで

105-13 項番161 自主点検実施要領 自主点検実施要領
（本部用） （リンク付） （本部用）



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（各種報告書一覧） 105-13 項番164 MCA無線機通信ァスト実施結果報告

一一一一一一一
(5) 

項番165 認可申請対象者リスト

---項番166 オーダリングシステム検収報告

一一一一一一一項番167 滞納保険料等進捗管理表 項番78

（国民年金部収納企画G、厚生年金保険部徴収企画G) （事業推進統括部国民年金事業推進G、事業推進統括
部厚生年金保険事業推進G)

項番168 国税委任対象事業所に係る徴収状況報告 項番84

（厚生年金保険部徴収企画G) （事業推進統括部厚生年金保険事業推進G)

特別一時金請求書 I -15-13 〈〉国民年金の特 （平成28年度） （平成27年度） 給付指 6 

別一時金 2016-47 

脱退一時金請求書（外 I -17-6 1. (2) （差替） （差替） 給付指 7 

国人） ③脱退一時金支 被保険者期間に応じた支給率 被保険者期間に応じた支給率 2016-47 

給額の説明 （表略） （表略）
4砂手順

I-17-10 ・複数の種類の ＊基準月が平成28年度に属する場合

／ ／／／  
厚年期間を有す （表略）
る人の支給額

・手順

年金訂正（椋式第127 IV-8-1 業務処理名 年金訂正（樟式第127号、 128号、 127号－2の処理） 年金訂正（様式第127号、 128号、 127号－2の処理） 給付指 8 

号、 127号－2の処理）の の進達孟Ji.霊亘盆室章•1スl:Ql担翠 の進達 2016-44 

進達 （年金額仮計算書・年金訂正申出書、返納方法申出書 （年金額仮計算書・年金訂正申出書、返納方法申出書

（年金額仮計算書・年金 の進遣） の進達）
訂正申出書、返戻方法
申出書の進達）

IV-8-4 概要 ＠＝争年金証書の回収にあたっての留意事項 ＠＝辛年金証書の回収にあたっての留意事項
一・（略）・・・削除及び訂正が行われた人については、 略）・・・削除及び訂正が行われた人については、

「差金法草・玄盤麺牽夏通担 lにより変更後の年金額等 「蓋室率豆・玄盤盤蜜豆通釦 ｜により変更後の年金額等
を通知するので、年金置書の回収は行わない。．．． を通知するので、年金程書の回収は行わない。．．．

（略）・・・。 （略）・・・。

。



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（年金訂正（様式第127 IV-8-4 概要 （削除） ＠日を当問事わ務ず処、理必誤ずり時に効かのか取る扱訂い正にのか場か合るはチ、受給権発生
給付指 (8) 

号、 127号一2の処理）の エツクシート 2016-44 

進達 を添付する。

（年金額仮計算書・年金
訂正申出書、返戻方法 ｜＠更司した年と金きのは支、給決定の対象となった被保険者記録を変 ＠更＝し争た年と金きのは支、給決定の対象となった被保険者記録を変
申出書の進達）） 窓口装置に警告メッセージ（再裁定が必 窓口装置に「受給者メッセージlが照写さ

要か確認してくだきい）が照写されるとともlゴ要再裁定 れるとともIゴ要再裁定者表示」が表示される。また、ム
者表示Jが表示される。また、入力処理日の零々日に入 忠自由霊日｛盆定虫主畠益重に厘主主傘盤量監査資盤
志位翠{f主宜2::,2金古｝査丘っと蔓盤面・重2主主ン室ー 盈鍾届笠が2::.tJ.査t!,_t;:撞合lit.盆定誼草書g)_J::,tJ.盤翠
i差金蔓務匝主OCR笠由一盤盤翠圭笠2士撞含l孟宜藍 査狂2t-週g)_霊々週包且瞳§2lfilf言E鍾組理圭丘三こと
包蔓盛主~室－2 ｛！）＿ 【~金盆位】聖位進盤宜翠~ス圭ム lこJ;り，「霊差金法定註正章＇lスI::{霊亙盆室主·1~1::.21
〔l益王「差金盆i立量i主主スzム｜ιぃ2.,iに霊霊蓋宜主＇l{l弘主「霊亘盆室主＇lスtl主いヨパが出息宣ι盈a

スト情報が受付されるの

要再裁定者リスト情報の塁i霊盆、主管事務センター存確 要再裁定者リスト情報のE信取得後、亙阜、決定処理
認主~ιよるに、決定処理の要否について型l皐を行う。 の要否について週査を行う。

IV-8-15～30 手順書 （新規追加）

一一一一一－－－－一ー
要再裁定者リスト

IV-8-31～38 別紙1～3 （新規追加）

一一一一一一一IV-8-39～44 フロー1～6 （新規追加）

一一一一一一一項目点検チェック （削除） 【要再設定者リスト】
シート

IV-8-45 【年金訂正】 【進達時の留意事項】 【進達時の留意事項】
I.様式第127 ＊様式第127号の作成は、年金コード単位で行う。 涼様式第127号の作成は、年金コード単位で行う。

号 本被保険者期聞が重複している場合は、補正を行ったう ＊被保険者期聞が重複している場合は、補正を行ったう
えで進達する。 えで進達する。
＊差金蔓蓋臣主盤遺筆127呈査住虚」k損含lit.差金
差益面在、主盤遺筆127呈査蔓濫主ン室ーに回盆」蔓
蓋主~室ーにおい工霊重量産主＇lスI::｛！）＿起座査宜つ立
盆‘重盛主~室ー虫、b盤孟箪1 27呈査進達主丞。

IV-8-48 ⑨【特記事項】 1.時効特例法に基づく給付がある場合は、「有」と記盤 1.時効特例法に基づく給付がある場合は、「有Jを♀盟

主丞ι 主固まJn 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（年金訂正（様式第127 IV-8-51 II .棟式第128 【進達時の留意事項】 【進達時の留意事項】 給付指 (8) 

号、 127号－2の処理）の 号 ホ様式第128号の作成は、年金コード単位で行う。 本様式第128号の作成Iま、年金コード単位で行う。 2016-44 

進達 本被保険者期聞が重領している場合は、補正を行ったう 本被保険者期聞が重複している場合は、補正を行ったう

（年金額仮計算書・年金 えで進達する。 えで進達する。

訂正申出書、返戻方法 ＊隼金蔓蓋置玄盤孟筆128呈圭生盛」k温含lit.差金

申出奮の進達）） 蔓誼置虫、b盤遺筆128呈圭蔓蓋主与室ーに固位」蔓
蓋主~空ーにおい工霊亙盆定章＇lスl:Q2盤底圭fi.2[;.
盆，重盛主~室ーを主盤孟筆128呈圭進達主益。

IV-8-57 m.椋式第127 ｜＠【給当付事指務2処0理誤りについては、平成2伴 12.l=l24日 ＠付＝指争事務処理誤りついては、平成22年12月24日【給
号－2 10-230】「年金給付関係の事務処理誤り 2010-230】「年金給付関係の事務処理誤りに対

に対する対処方法（指示・依頼）」、平成27年3月25日 する対処方法（指示・依頼）J, I給付指2012-198]

【盆位指2015-33］「差金盤盤国盤白蔓蓋組理謹山こ 「差金盆i立国盛皇室諸処翠謹日に誼主i2盆盤左法l〔圭
誼主i2誼盤Lii去｜｛圭白42{鐘丞・盤誼｝、年金給付業務 の2）（指示・依頼）、年金給付業務処理マニュアル・ I-
処理マニュアル・ I-18「時効の援用」を参照する。 18「時効の援用Jを参照する。

IV-8-61 ⑤【報告事項】、 ・事務処理誤りにかかる年金決定又は支払処理の訂正 ・事務処理誤りにかかる年金決定又は支払処理の訂正

【添付書類】 添付書類：受給権発生日が平成19年7月6日以前の人 添付書類：受給権発生日が平成19年7月6日以前の人
については、主盛27~3且25日【鈴位詣2015-33] については、歪感22~121324日【盆位指2010-23
「差金盆位閏盛金重濫盟理盤日に誼主盈組処左法｜〔圭 0】「主主盆位園盛の重盛処理盤引こ封主i2封処主法
包42{指丞・鑑盟｝にかかる書類等 日旨丞・盤麺｝｜にかかる書類等

IV-8-62 【年金額仮計算 O年金額が増額となるか減額となるかを問わず、必要 0年金額が増額となるか減額となるかを問わず、必要

書・年金訂正申出 事項を記載し、本人に記録訂正の内容や年金額の変更 事項を記載し、本人に記録訂正の内容や年金額の変更

書】 について十分に説明のうえ、署名（押印）（本人死亡の場 について十分に説明のうえ、署名（押印）した「年金額仮

含l主主主盆詰丞章Q2量盆｛担盟｝｝した『年金額仮計算 計算書・年金訂正申出書J（必要に応じた種類のもの）を

書・年金訂正申出書J（必要に応じた種類のもの）を受け 受ける。この際、必ず年金見込額の誤算を行う。

る。この際、必ず年金見込額の試算を行う。

O年金額仮計算書・年金訂正申出書は、担当者の年金 0年金額仮計算書・年金訂正申出奮は、担当者の年金
事務所（または事務センター）の名称、氏名、連絡先を記 事務所の名称、氏名、連絡先を記敏、押印（担当者名が

載、押印（担当者名が付された決裁用スタンプ等による 付された決裁用スタンプ等による代用も可）したうえで本

代用も可）したうえで本人に提示し、「アJ又は「イJのい 人に提示し、「アJ文は「イJのいずれかをO印で囲み、署

ずれかをO印で囲み、署名（押印）してもらう。 名（押印）してもらう。

IV-8-63 【返納方法申出 2.ー・（略）・・・ 2. ・・・（略）・・・

書】 盤盤が遺族に引き継がれる旨の了承を得ているか 盤盤が遺族に引き継がれる旨の了承を得ているか

②返還方法

③申出者 申出者の情報が正しく記入されているか 申出者の情報が正しく記入されているか

豊盆〔担回｝があるか 担盟があるか



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（年金訂正（機式第127 W-8-72～73 別添4 （差醤） （差替） 給付指 (8) 

号、 127号ー2の処理）の
2016-44 

進達
（年金額仮計算書・年金 W-8-83～85 別添8～10 （新規追加）

一一一一一一一訂正申出書、返戻方法
申出書の進達））

W-8-86～91 （参考資料） （差替） （差替）

要再裁定者リスト
を出力する処理
一覧

W-8-92 （多考資料） 平成28年3月18日

／ ／ ／ ／  
再裁定に関する 【給付指2016-22]
指示・依頼一覧 老齢基礎年金受給権者の保険料納付にかかる年金額

自動改定処理（指示・依頼）

老齢福祉年金所得状況 VI-4-1 概要 一・（略）・・・毎年、8月12日～9月11日の聞に、・ ・ 一・（略）・・・毎年、8月11日～9月10日の聞に、 給付指 9 

届の事務処理 目的 （時）。 （略）。 2016-46※ 

提出 毎年8月12日～9月11日の間 毎年8月11日～9月10日の間

提出時期

VI-4-3 受給権者が8月1ユ且には投函できるよう、 回数に余裕 受給権者が8月ユ♀Eには投函できるよう、回数に余裕
(2）発送 をもって送付する。 をもって送付する。

・手順

VI-4-7 6. 9月ユ.2J;l以降、所得状況届が未提出の受給権者に対 9月ユユE以降、所得状況屈が未提出の受給権者に対
( 1 ）督促状の作 し、手作業により別紙6の督促状を作成し、送付する。 し、手作業により別紙6の督促状を作成し、送付する。
成、送付
4砂手順

VI-4-10～17 別紙1～8 （差替） （差替）

特別障害給付金請求書 VII-1-6 1. (2) －国民年金法に規定する障害等級の2級に該当する方 国民年金j去に規定する障害等級の2級に骸当する 給付指 10 

②支給額の説明 は平成主呈年度基本月額：41.160円 方は平成'll..年度基本月額：40.840円 2016-39 

4砂手順

－国民年金j去に規定する障害等級の1級に該当する方 国民年金j去に規定する障害等級の1級に該当する
は平成Z呈年度基本月額：51.450円 方は平成'll..年度基本月額：51.050円
(2級の1.25倍） (2級の1.25倍）



加 除一覧表
【国民年金・厚生年金保険年金給付】

業 務処理名 目次
力日 除

備考
確認

頁 頁 欄

表紙 ，、、， 1 ，、、， l差替

目次 ，、、， 2 ，、、， 2差替

書類の提出・受付・返戻等にかかる取扱い 5～ 6 5～ 6 l差替

事務処理誤りの事例等について 21-20 ～ 21-27 4 21-20 ，句、， 21-27 4差替

（再発防止の徹底）
共通編 一

41 ，、、， 42 41 ~、， 42 1差替

各種報告書一覧 105-1 r、、J 105-6 3 105-1 ，、、， 105-6 3差替

老齢給付年金請求書（老齢厚生） I -1 51 ，、、， 56 3 51 ，、、， 56 2差替

障害給付年金請求書（障害厚生） I -5 26 ，、、， 27 26 ，旬、， 27 1差替

外国居住者にかかる手続き書類の進達 IV-9 6 (1）～ 6 (2) 1 6 (1) ～ 6 (2) 1差替

標準報酬改定請求書（3号分割） V-3 11 ，、、， 12 11 ，、、， 12 l差替

18 17 

（平成28年8月1日改正分加除）

加 除 担 当 者

平成 年 月 日

氏名 FD 



改正箇所一覧（年金給付） （別添）

業務処理名 ページ 項 目 改正後 現行 改正理由 別添

目次 ※平成28年4月の組織改編に伴い、本マーユアル中の
「ブロック本部J、本部の所管部署の表記については、原

組織改編

則、以下のとおり読み替えをしてください。
0「ブロック本部」は『地綾部」へ
0本部の所管部署「給付企画部給付指導GJf;j:r事業
推進統括部給付事業推進GJへ

書類の提出・受付・返戻 6 3. (3) 坦星誕は、宜藍自の所属長から提出されたチェック ブロック部は、ブロック管内の所属長から提出された 2 

等にかかる取級い シートを確認のうえとりまとめ、毎月20日までに機構本 チェツクシートを確認のうえとりまとめ、毎月20日までに

部＇13.空誼猛盤に提出する。 機構本部品霊堂翠盤に提出する。

3. (4) なお、チヱツクシートによる確認の結果、取組ができて なお、チェックシートによる確認の結果、取組ができて
いない項目がある場合は、拠点において改善計画書（任 いない項目がある場合は、拠点において改善計画書（任
意書式）を作成し、坦星盤及び本部リスク統括部に提出 意書式）を作成し、ブロック本部及び本部品質管理部に
する。 提出する。

4. (2) 上記（，）以外の事務センターの業務を年金事務所に 上記（，）以外の事務センターの業務を年金事務所に
おいて行う場合、 ・・・ （時） ・・・別添棟式により本部事務 おいて行う場合、 ・・・ （略） .. －男IJ添棟式により機摺本部
センター統括部の許可を必要とするものとする。 の許可を必要とするものとする。

本部事務センター統括部は、 この許可を行った場合、 機構本部は、 この許可を行った場合、その内容を速や
その内容を速やかに地域部存通じて事務センター長へ かにブロック本部脊通して事務センター長へ通知するも
通知するものとする。 のとする。

本部事務センター統括部により許可された業務につい 機構本部により許可された業務については、．．．

ては、・・・（略）。 （略）。

【年金給付】受付処理簿 21-21 , , . 届書情報検索（照会用）画面において、氏名をもとに索

／ ／／  

リ統指 3 

( 1 ）検索画面 引する場合には、 「【年金給付】受付進捗管理システム 2016-9 

。手順 操作マニュアル 7.10.1氏名索引照会票」！こ必要事項
（照会理由は必須）を記載の上で照会を行い、担当課長
等の決裁を受けてください。

処分決定に対する不服 42 等②）のの場事合務、処③理～誤dりの事実確認が不可能（証拠が無い ②の事務処理誤りの事実確認が不可能（証拠が無い 法コ情 4 

申立てがあった場合 ⑤に進まず審査請求の案内を行うこ 等）の場合、③～⑤に進まず審査請求の案内を行うこ 2016-2 

（審査請求）の留意事項 と。②～⑤に時間を要し豆車且の審査請求（意思表示）の と。②～⑤に時間を要し皇旦Eの審査請求（意思表示）の
期限が経過しないように、①の受付及び地方厚生局へ 期限が経過しないように、①の受付及び地方厚生局へ
の回付を優先し速やかに行うこと。なお、処分の取消の の回付を優先し速やかに行うこと。なお「処分の取消の

置孟It.. 霊査誼~査経k盆主主l土匙l孟握起主丞ことが主 量孟It.. 霊査謹塞‘亙霊査謹~Q2蓋法走経た縫主主l土
きない（注）とされているので注意すること。 匙！孟握起主盈こ主が主主主い。｜とされているので注意す
｛注｝厘主主金量陸法箪91盆に盟主主~処盆〔厘主盤血 ること。

に盛ゑ盟公筆｝査陸i

1 3 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

｜各種報告書一覧 105-1 項番9 【人事連2016-13】 【人管指2015-56】 5 

項番10 M2クフス以上：人事第1G 人事企画室人事管理G

Mlクラス：人事第2G
Cクラス：人事第3G
Sクラス：人事第4G

105-3 項番31 【調達連2016-12】平成28年度調達計画の見直し（第1四 調達計画書

半期）

【調達連2016-12] 【調達指2016-12】

項番35 【調達連2016-6】 【調達指2015-23】（グリーン購入法）

105-5 項番59 （削除） ねんきんネット「国民年金被保険者情報照会シスァム」
におけるダウンロード機能の許可申請

I頁番60 本部へ直送 地捜部

毎月J.filaまでに本部提出 毎月担Eまでに本部提出

【国年連2016-1】 【国年指2014-75]

期限厳守 期限の延期が可能

項番61 本部へ直送 地域部

【国年連2016-1】 【国年指2014-75】

2〆3



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 別添

老齢給付年金請求書 I -1-54 点検項目チェック 4 被用者年金一元化j去の施行後に2～4号厚年が発 6 

（老齢厚生） シート 生する場合の取り扱い
本来支給の退職共済年金に加え、2～4号厚年の受給
権が発生するケースについても一体的な繰下げとすべ〈
次のケースに留意すること。

'c事例1)
図（略）

A～Bの聞は繰下げ請求することができない。この聞に
繰下げ請求書の提出があった場合は次の3時点から選
択させる。
① 65麓時点からの本来請求
② N号老齢厚生年金の受給権発生日（A時点）で繰下
げ請求
このとき、 N号老齢厚生年金は繰下げ請求できないもの
となる

③ N号老齢厚生年金の受給権発生白から1年経過後
(B時点）で繰下げ請求
このとき、すべてが一体的な繰下げとしての取り扱いと
なる
※老齢基礎年金については一体的な繰下げをする必要
がないため省略（請求月の翌月から受給）。

（事例2)
図（略）

N号老齢厚生年金の1年経過目前lこ70歳到達日が存
在する場合は、前述①、②から選択させる。

障害給付年金請求書 I I -5-27 隔貢 ｜（差替） 民替） 7 
（障害厚生）

外国居住者Lかかる手 lV-9-6(2) 項目点検チェック ①日本国籍を有している者 ①居住B地本を国管籍車を有している者 ｜文言追加 8 

続き書類の進達 シート 居住地を管轄する領事館に『在留証明願（加給年金対 轄する領事館に『在留恒明願（加給年金対
2現況に関する 象者なし）」（別紙3）または「在留証明願（加給年金対象 象者なし）」（別紙3）または「在留証明願（加給年金対象
事項 者あり）J（別紙4）‘屋i主証明重型車誼壷OJIIM152堂島 者あり）J（別紙4）を提出し証明をうけたもの（陸生月を

盆さ血圭萱塾主益重盤E主ど回公基盤固筆宣2証明圃を提 含め6ヶ月以内に発行されたもの）
出し証明をうけたもの（誕生月を含め6ヶ月以内に発行さ
れたもの）

融報酬改定請求書 Iv3 12 15.同否 ｜文言訂正 I 9 
(3号分割）

3 3 



加 除 一 覧表
【国民年金・厚生年金保険年金給付］

目次
力日 除

備考
確認

業務処理名
頁 頁 枚数 欄

表紙 ，、、， ，、、， 1差替

20 ，、、d 21-1 20 ，句、，， 21-1 l差替
書類の提出・受付・返戻等にかかる取扱い

31 円、， 31-1 31 ，、、，， 31-1 l差替

一
審査請求に係る事務処理

共通編 46 46 
差替43 ，、、，

（審17) 10 43 ，、、，
（審17) 10 

各種報告書一覧 105-1 ，、、， 114 7 105-1 ，、、， 114 7差替

老齢給付年金請求書（老齢厚生） I -1 55 ，、、， 56 1 55 ，、、， 56 1差替

遺族給付年金請求書（遺族厚生・遺族基礎） I -3 44 ，、、， 45 1 44 ～ 45 l差替

脱退手当金請求書 I -16 55 ，、、， 56 55 ，、、， 56 l差替

年金受給権者受取機関変更届 Il-3 9～ 12 2 9～ 12 2差替

共済組合等の加入期間を有する人に係る届書
区一1 21 ，、、， 21 21 ，、、， 21 1差替

等の事務処理

（平成28年8月31日改正分加除）

加 除 担 当 者

平成 年 月 日

氏名 l=D 



改正箇所一覧（年金給付） （別添）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

【年金給付】受付処理簿 20 受付進捗管理シ
ステムの登録処

（差替） （差替） 文言削除

理 フロー図中 フロー図中
削除 第＝者委員会

本筆＝章霊昌会へ送位主盈揖含
－送位日筆

受付控え 31 1.受付控えの交 窓口で受付控えを即時交付する場合等は、「サービスス 窓口で受付控えを即時交付する場合等は、「サービスス 制度改正

付 タンダード実施要領」、「圏量生金庫•孟u厘主主金盤 タンダード実施要領J、「差金記録に盛盈自立工に誼主盈
。手順 陸直筆包証正lこ国主~蔓益処理霊錯 l又は下記の「3. あっ1土6.11こ国主益聖位笠裏話圭鐘マーュZlレ｜又は下記

対象書類以外」に基づき手作業で作成する。 の「3.対象書類以外JIこ基づき手作業で作成する。

・Point 「差金記鍾証正誼丞壷蓋差金記鍾に盛盈盛認調査自立 生金記鎧に盛~盛認自立重の受付控えついては、L主
重止の受付控えi三ついては、『国民年金原簿及び厚生年 金記録！こ盛る自主主に盟主るあっ1主企に園主~霊位筆
金隼陸直筆の証正に盟主~差益処翠霊鍾 J｛霊鐘筆16 華麗圭舘マーュZlレl査室盟a

9呈｝室匝a

2.対象書類 【窓口受付】 【窓口受付】

・手順 ②年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申 ②年金記録に係る確認申立書
立書

【送付受付】 【送付受付】
②年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申 ②年金記録に係る確認申立書
立書

審査請求等に係る事務 43～45 目次 （差替） （差替） 2 
処理

46（審1) 1. (2) ※上表右欄に掲載の各法により、審査官文は審査会を 事推指

～（審2) 請求先として審査請求ができるものを除く処分に係る審 2016-75※ 

査請求（改正行政不服審査法（平成26年法律第68号）施 ． 
行前の異議申立て相当。健康保険の被扶養者の認定、
不認定又は削除、任意適用事業所の認可、任意適用事
業所取消の認可に係るもの等。）の取扱いについては、
平成28年7月6日【事推指2016-75・経企指2016-27］を
参照のこと。

各種報告書一覧 105-1 項番7 事務所、事務センター、地綾部、杢盤 事務所、事務センター、地域部 一 3 

【総務連2016-10】

105-3 項番26 年金事務所等機械警備等保安業務検杏報告 年金事務所等機械警備の検杏確認書の議付

【管理室指2016-13】 【財務指2011-49】

I 3 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（各種報告書一覧） 105-3 項番33 等級拡大の件数及び低入札価格調査の状況の報告 官公需契約実績額及び官公需契約見込額等の取りまと (3) 
め

【調達連2016-5] 【調達指2015-20】

105目 6 項番70 月次 期次（四半期）

毎月10日（地減部へ） 4月、 7月、 10月、 1月の15日
毎月20日（本部へ）

メール（電子媒体）

【事推指2016-12］※ 【国年指2014-109]

項番75 【事推指2016-12】※ 【国年指2015-161】

105-7 項番83 【事推連2016-53】 【厚年指2015-107】

105-9 項番， , 9 10月、 1月、4月 Z且ι10月、 1月、4月

項番121 年金委員 理事長表彰推薦書調書及び理事長表髭被 年金委員 理事長表彰推薦書
推薦者調書

呈且 Z且

項番122 年金委員翠重表彰対象者一覧 年金委員 ブロック本部長表彰対象者一覧

旦且 旦且

項番123 9月 8月

105-10 項番125 郵送（紙） 共有フォルダ

項番132 平成28年5月27日 平成28年5月中旬（予定）

【相サ連2016-59】※ ※平成28年7月発出予定

105-11 項番138 【年相指2016-17] ※平成28年3月下旬発出予定

項番139 【年相指201ト17] ※平成28年3月下旬発出予定

項番140 【年相指2016-17】 ※平成28年3月下旬発出予定

項番141 【相サ連2016-44] ※平成28年4月発出予定



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（各種報告書一覧） 105-11 項番143 【相サ連2016-44】 ※平成28年4月発出予定 (3) 

105-13 項番160 監査部 企画調整§ 監査部監査企画G

項番161 監査部監査筆1G 監査部杢盤監査G

老齢給付年金請求書 I -1-56 老齢年金支給繰下 （差脅） （差替） 給付指 4 

（老齢厚生） げ請求にかかる注 2015-114 
意点

遺族給付年金請求書 I -3-44 点検・審査役割分担 （削除） 戸籍抄本での身分確認方法は平成24年6月13日【給付 文百削除 5 

（遺族厚生・遺族基礎） 表（チェックシート） 指2012-137】
③添付書類等の確
認
備考

脱退手当金請求書 I -16-55 〔正規脱退手当金〕。S36.11.1～S40.5.31［平均標準報酬月額（第4種被保 ［平均標準報酬月額（第4種被保険者としての被保険者 文言追加 6 
12 険者としての被保険者期間を除く）］×［下表の率］ 期間を除く）］×［下表の率］
支給額

。S40.6.1～ ［平均標準報酬月額］×［下表の率］

年金受給権者受取機関 別紙 （削除） 別紙1 機式変更 7 
変更届

（削除） 別紙2

II-3-9～10 様式 （差替） （差替）
年金受給権者受取機関変更届 年金受給権者住所・支払機関変更届

共済組合等の加入期間 医ー1-21 送付先一覧 "T旦1-0062 "T辺g-0062 訂正 8 
を有する人に係る届書 東京都千代田区神田駿河台2-9-5 東京都千代田区神田駿河台2-9-5
等の事務処理 公立学校共済組合本部年金部年金企画課管理班 公立学校共済組合本部年金部年金企画課管理班

（公立） （公立）

3 3 



加除一覧表
【国民年金・厚生年金保険年金給付】

業 務処理名 目次
カ日 除

備考
確認

頁 枚数 頁 欄

表紙 ，、、， F、、， 1差替

年金受給選択申出書の進達 N-6 1 ，、、， 2 ~、．， 2 l差替

年金訂正（様式第127号、 127号－2の処理）の N-8 27 ，旬、， 30 2 27 30 2差替
進達及び要再裁定者リストの処理

4 4 

（平成28年10月7日改正分加除）

加 除 担 当 者

平成 年 月 日

氏名 l=D 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

改正箇所一覧（年金給付） （別添）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改定理由 知l添

年金受給選択申出書の IV-6-1 本部の所管部署 事業推進統括部給付事業推進G 給付企画部給付指導G 組織改編

進遣

IV-6-2 添付書類 （削除） ・印鑑 線式変更

共済組合からの年金を受けている場合は、押印が省略
できないため

年金訂正（様式第127 IV-8-27 2. (4) 国民年金第3号被保険者特例措置該当期間の登録に

／ ／ ／ ／  

文言追加 2 

号、 127号一2の処理）の ①取消処理票の かかる訂正は原簿に当該期聞が表示された後、再裁定

進遣及び要湾裁定者リ 入力 者表示の取消入力をする。

ストの処理 ・Point

1 1 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

加 除 一 覧 表
【国民年金・厚生年金保険年金給付］

業務処理名 目次
力日 除

備考
確認

頁 頁 枚数 欄

表紙 ，、、， 1 ，、、， l差替

一老齢給付年金請求書（老齢厚生） I -1 51 r、、，， 52 51 ，、、， 52 1差替

28 ，、、， 33 3 28 ，、、d 33 3差替
遺族給付年金請求書（遺族厚生・遺族基礎） I -3 

36 ，、、， 56 11 36 55 10 差替

未支給（年金・保険給付）請求書 I -13 ，、』， 3(2) 2 I～ 3(2) 2差替

標準報酬改定請求書（3号分割） V-3 9 ，、、， 14 3 9 ，、、， 14 3差替

｜｜ 21 

（平成28年10月27日改正分加除）

加 除 担 当 者

平成 年 月 日

氏名 l=P 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

改正箇所一覧（年金給付） （別添）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

老齢給付年金請求書 I -1-51 6. (2) （エ）経過措置対象者で、60店長到達時で受給資格があ （エ）経過措置対象者で、60歳到達時で受給資格があ 業管情

（老齢厚生） ③送付内容 る者（厚生年金保険12月以上の者） る者（厚生年金保険12月以上の者） 2014-22 

。手順 －特例支給開始年齢の3カ月前に基本事項（基礎年金番 ・60麓到達但311}3盟に差金1lllb記録．差金昆込盤‘
号・氏名・性別・住所）および年金加入記録が印字された 控盟主盤固蛤主駐が盟主主匙と「差金謹玄白塞自1ti<
「年金請求書Jが送付される。 添付きれる。

－特例支給開始年齢の3カ月前に基本事項（基礎年金番
号・氏名・性別・住所）および年金加入記録が印字された
「年金請求書Jが送付される。

+Point （削除） 送付物は「年金に関するお知らせ」（はがき）

遺族給付年金請求書 I -3-29 4. （削除） ※死亡者が昭和21年4月2日以降生まれの場合、長期 給付指 2 

（遺族厚生・遺族基礎） (3）複数の加入 要件の額が短期要件の額を上回ることはないため、短 2016”63 

種類の厚年期間 期要件で決定する。昭和21年4月1日以前生まれの人や

を有する人の長 年金受給選択の必要上、正確な年金額の計算が必要な
期・短期の有利判 場合は、加入期間を有する共済組合等へ照会を行う。

定
．手順 ※共済厚年期間と一般厚年の期間を合算して300月以

上有している場合は、有利な再評価率を適用させる趣旨
から、原則として長期要件と判定する。（300月未満の場
合は短期要件）
ただし、①～②の両方の条件に合致する場合であっ

て、かつ、③～⑤のいずれかの条件に合致する場合に
限り短期要件と判定する。

① 死亡者の生年月日が昭和21年4月2日以降生まれ。
② 死亡者の平成27年9月以前の共済組合等の期聞が
300月未満である。
③ 死亡が共済組合等の加入期間中である場合。

④ 共済組合等の加入期間中の初診日から5年以内に
死亡した場合（共済組合等が短期要件で決定した旨の
連絡があった場合に限る。）
⑤ 死亡者が障害共済年金（1～2級）文は旧共済法によ
る障害年金（1～2級）の受給権者であった場合。

なお、年金受給選択の必要上、正確な年金額の計算が
必要な場合lま、加入期間を有する共済組合等へ照会を
fι・=rつ－。

・Point 共済厚年と一般厚年の期間を合算して300月以上となる

／ ／／／  
場合は、原則長期要件となる。
300月以よであっても例外的に短期要件となる場合があ
ることに注意する。

I -3-37 様式 遺族年金見込み額鼠算のための情報提供依頼

一一一一一一一
械式追加

t, 2 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室〉

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

未支給（年金・保険給 I -13-1 本部の所管部署 事業推進統括部給付事業推進G 給付企画部給付指導G 組織改編 3 

付）請求書

I -13-3(2) 疑義照会 平成28年10月6日 2014-10

ノ／／／

疑事量照会欄

国民年金に係る未支給（年金・給付金）請求書等の添付 追加

書類について

標準報酬改定請求書 V-3-10 5. ( 1) （削除） これにより改定請求書の入力処理は一旦中断され、機 文吉削除 4 

(3号分割） ・複数の加入種 械的に共済組合等へ標準報酬額の照会が行われる。
類の厚年期間を 通常、毎週月曜から金曜までに入力された分について、
有する人の通知 翌週木曜日に共済組合等に依頼し、翌々週木曜日に回
書発行 答データが提供される。
。手順 データ提供後に再度、改定請求書入力処理（届書・共通

782ー1）を行う。

なお、標準報酬改定通知書はそれぞれの実施機闘が、 なお、標準報酬改定通知書はそれぞれの実施機闘が、
自身の加入期間についてそれぞれ通知書を発行する。 自身の加入期間についてそれぞれ通知書を発行する。

盤固ま~盈定割合l孟悲通豆島~g

・Point （削除） 標準報酬額情報の照会後、データ提供があった際には
「標準報酬改定請求再入力対象者リストJが配信され
る。 （通常入力週の翌々週木曜日）
改定割合については改定請求書入力により離婚分割情
報交換データペースへ収録される。

} 
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